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ミニストップ株式会社

（証券コード9946）
各　位

定款の（一部）変更に関するお知らせ

　当社は、平成19年4月4日開催の取締役会において、「定款の（一部）変更の件」を平成19年
5月15日開催予定の第28期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとお
りお知らせいたします。

１．定款変更の目的

（１）取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる機動性のある経
　営体制を構築するために、取締役の任期を2年から1年に短縮するものであります。
　（変更案第21条）

（２）取締役の任期を1年にすることにともない、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各
　号に定める事項の決定に係わる権限を取締役会に委譲する旨、ならびに当該事項に関
　する内容を株主総会の決議によっては定めないものとする旨の規定を新設するものであ
　ります。
　（変更案第36条,第37条）

（３）フランチャイズ事業おける銀行代理サービスを可能とするため、現行定款の事業目的
　に「銀行代理業」を追加するものであります。
　（変更案第2条）

２．定款変更の内容

　　　変更の内容は以下のとおりであります。

記
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以上

（下線部分は変更箇所を示しております）

（目的）

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

　 　1.

　 　　　　（現行どおり）

　　18.

　 19. 銀行代理業

　　20. 外国為替取引業および両替業

21. 商品棚卸、ビルメンテナンス、塵芥収集等各種委
　　　　　託取次業

22. 損害保険代理業および生命保険募集に関する業
　　　　　務

23. 前各号に掲げる事業に関するフランチャイズシス
　　　　テムによるコンサルタント業

24. 前各号に掲げる事業に係る技術援助・指導ならび
　　　　に投資に関する事業

25. 前各号の事業への投資および融資

26. 前各号に関連する一切の業務

（取締役の任期）

第21条 取締役の任期は、選任後１年以内に終了する　　
　　　　事業年度のうち最後のものに関する定時株主　　
　　　　総会の終結の時までとする。

（剰余金の配当等の決定機関）

第36条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1　
　　　　項各号に定める事項については、法令に別段の　
　　　　定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず
　　　　取締役会の決議により定める。

（剰余金の配当の基準日）

第37条 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日と
　　　　　する。

　　　　②当会社の中間配当の基準日は毎年8月31日と　
　　　　する。

　　　　③前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を
　　　　することができる。

　　　　（削除）

　　　（現行どおり）

（目的）

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。　

　 　1.

　　　　　（記載省略）

　　18.

　　　　　（新設）

　　19. 外国為替取引業および両替業

20. 商品棚卸、ビルメンテナンス、塵芥収集等各種委　
　　　　託取次業

21. 損害保険代理業および生命保険募集に関する業　
　　　　務

22. 前各号に掲げる事業に関するフランチャイズシステ
　　　　ムによるコンサルタント業

23. 前各号に掲げる事業に係る技術援助・指導ならび
　　　　に投資に関する事業

24. 前各号の事業への投資および融資

25. 前各号に関連する一切の業務

（取締役の任期）

第21条 取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事　
　　　　業年度のうち最後のものに関する定時株主総会の
　　　　終結の時までとする。

　　　　　　　　　　　　（新設）

　　　　

　　　　

（剰余金の配当の基準日）

第36条 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日と　
　　　　　する。

　　　　②未払いの中間配当金には、利息を付さないものと
　　　　する。

（中間配当）

第37条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年8月31　
　　　　日を基準日として、中間配当をすることができる。

　　　　②未払いの中間配当金には、利息を付さないものと
　　　　する。

　　　　

（配当金の除斥期間）

第38条　　　（条文省略）

変更案現行定款

〜 〜


